
様式第 1号（第 3条関係） 

 

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号）第７条第１項の

規定による証明に関する申請書 

 

令和   年   月   日 

（宛先）東京都板橋区長 

住    所                   

電 話 番 号                   

申 請 者                   

（創業予定 ・ 創業後５年未満）  

※いずれかを○で囲んでください  

産業競争力強化法第１２８条第２項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第

２条第３３項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けたいので、

下記のとおり申請します。 

記 

１．支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間 

（内 容）実践型創業マスタースクール（旧：創業４分野マスターコース） 

（期 間）令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

２．設立しようとする、または設立した会社の商号(屋号)・本店所在地 

（商号・屋号）                             

（本店所在地）                             

３．設立しようとする、または設立した会社の資本額      万円(会社の場合) 

４．事業の業種、内容                  

５．設立しようとする、または設立した会社(事業)の設立年月日 令和  年  月  日 

※２～５は、認定特定創業支援を受けて設立しようとする会社、新たに開始しようとする事業
の予定について記載してください。また、既に事業を開始している場合は、その内容について
記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 有効期限：令和  年  月  日まで 

 

（注）会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社

の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。 

（証明日）令和  年  月  日 

東京都板橋区長 坂 本  健 

 

申請者が上記の認定特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する。 

 

      ０    ０    ０ 

  板橋区××町０－０－０ 
 

  ０３－××××―００００ 
   

    □□（旧氏〇〇）□□□ 

提出日または記入日 

これから創業される方は申請者の現住所と電話番

号を、すでに創業されている人は会社の住所、電話

番号、会社名、代表者名をご記入ください。 

※旧氏併記可 

記入例

ｃ 

    ０    ０    ０         ０    ０    ０ 
 

   

株式会社 ×××× 
   

    東京都板橋区△△町０－０ 
 

                          ３００ 
 

        ●●業 
 

                                  ０   ０  ０ 

 

 

 

 

 

    ※ この欄は記入しない 

マスタースクール受講初日から 

受講最終日（交流会は含みません） 

※創業前であれば予定の商号・屋号 

※創業前であれば予定住所地 

※創業前であれば予定金額 
※（例）映像制作業、訪問介護業、など 

 

６か月以内に創業予定でない場合は、

証明書の交付対象外となります 

有効期限は上記の証明日から 1年間となります（区役所で記入します） 

※創業予定日（すでに創業済の個人の方は、開業届に記載されている開業日） 



証明書のご利用に際して 

 

東京都板橋区 

 

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、各種支援制度を活用される場合の

注意事項について、次のとおりご案内します。 

 

１．会社※１設立時の登録免許税の減免について 

（１）創業を行おうとする者又は創業後５年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許

税の軽減※２を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人

かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登

記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。 

※１株式会社、合同会社を指します。 

※２株式会社又は合同会社は、資本金の０．７％の登録免許税が０．３５％に軽減（株式会社

の最低税額１５万円の場合は７．５万円、合同会社の最低税額６万円の場合は３万円の軽減）

されます。 

 

（２）特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場

合は登録免許税の軽減を受けることができません。 

 

（３）本区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合に

は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 

 

２．創業関連保証の特例について 

（１）無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の６か月前から利用することが

可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明

書（写し可）を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 

 

（２）本区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証

の特例を活用することができます。 

 

３．日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げについて 

（１）特定創業支援等事業により支援を受けた者は、「新規開業・スタートアップ支援資金」

の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です（別途、審査を受ける

必要があります）。 

 

（２）本区が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、日本政策金融

公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げを受けることができます。 

 

東京都板橋区産業振興課 

173-0004 板橋区板橋二丁目65番6号 

電話 03-3579-2174 

 


